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１． 緊急事態での予防的防護措置
    （放射性物質の異常な量の放出前）

２． 全面緊急事態での防護措置
    （放射性物質の異常な量の放出後）

■初期対応段階での防護措置

■UPZでの防護措置の範囲（イメージ）
　原子力発電所などから放射性物質が放出された場合、UPZにいる人
はまず屋内退避をします。
　風向きなどによって各地域の放射線量が異なるため、防護措置も違っ
てきます。放射線量が多めの地域では「一時移転」や「避難」をしますが、
それ以外の地域では「避難」はせず、「屋内退避」を続けます。
　通常の災害対応と同様、数日から1週間程度の備蓄をしておくことが
必要です。 PAZ

UPZ
原子力
発電所

1時間あたり500マイクロシーベルト以上で「避難」

1時間あたり20マイクロシーベルト以上で「一時移転」

20マイクロシーベルト未満の
地域は「屋内退避」
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警戒事態
EAL（AL）

例：震度６弱以上の地震など

施設敷地緊急事態
要避難者

そのほかの住民
（情報収集）

施設敷地緊急事態
EAL（SE）
例：全交流電源の喪失が
３０分以上継続など

全面緊急事態
EAL（GE）
例：全交流電源の喪失が
１時間以上継続など

緊急時モニタリングの
準備

緊急時モニタリングを
開始

放射性物質の
異常な量の放出なし

放射性物質の
異常な量の放出

避難準備

施設敷地緊急事態
要避難者

そのほかの住民

避難 避難所

そのほかの住民
避難

住民
（情報収集）

飲料水の放射性ヨウ素
３００ベクレル/ｋｇ超など
（O I L６等）
飲食物の

スクリーニング・
摂取制限

住民

安定ヨウ素剤の
服用準備

避難準備

安定ヨウ素剤の
服用

住民
屋内退避準備

安定ヨウ素剤の
服用準備
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●避難準備への協力

●避難準備への協力
●避難者の受け入れ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

避難所

避難所

●避難準備への協力
●避難者の受け入れ

避難準備

住民
屋内退避

安定ヨウ素剤の
服用準備

体表面汚染
スクリーニング

空間線量率などを基準に防護措置を実施

２０マイクロシーベルト毎時
を超えた場合
（O I L２）

地域生産物の
摂取制限

一時移転

基準値を超えた場合
（O I L４）
体表面除染

５００マイクロシーベルト毎時
を超えた場合
（O I L１）
避難

PAZ
（～おおむね５km）

UPZ
（おおむね５～３０km） おおむね３０km～

原子力
発電所

事態の進展

出典:原子力規制委員会「原子力災害対策指針」などを参考に作成

５分で体験！
こんな時どうする？
原子力防災

シミュレーション

■飲食物の摂取を制限する際の基準

核種 飲料水、
牛乳・乳製品

野菜類、穀類、肉、
卵、魚、その他

放射性ヨウ素 300 Bq/kg 2,000 Bq/kg※

放射性セシウム 200 Bq/kg 500 Bq/kg

プルトニウムおよび
超ウラン元素の
アルファ核種

1 Bq/kg 10 Bq/kg

ウラン 20 Bq/kg 100 Bq/kg
※根菜、芋類を除く野菜類が対象

出典:原子力規制委員会「原子力災害対策指針」より作成

■安定ヨウ素剤（丸剤／ゼリー剤）

日本原子力文化財団「エネ百科」

原
子
力
防
災

79 80

５
章 初期対応段階での防護措置

　原子力発電所の事故によって異常な量の放射性
物質が放出される前に、原子力発電所の状況に応じ
て区分した緊急時活動レベル（ＥＡＬ）に沿って、予防
的に防護措置の準備および実施を行います。
 また、原子力発電所からの距離に応じて区分された
原子力災害対策重点区域ごとに予防的防護措置が
定められています。
 原子力発電所から近いＰＡＺの住民は、異常な量の
放射性物質が放出される前に避難を行います。円滑
に避難を行うため、ＰＡＺとＵＰＺの地域ごとで段階的に
避難を行うこととしています。
●放射性物質の異常な量の放出前の予防的防護措置
　【警戒事態：ＥＡＬ（ＡＬ）】
　・ＰＡＺの施設敷地緊急事態要避難者※は、避難の準
　 備を行い、そのほかの住民は情報収集を行います。
　・ＵＰＺの住民は、情報収集を行います。
　【施設敷地緊急事態：ＥＡＬ（ＳＥ）】
　・ＰＡＺの施設敷地緊急事態要避難者は避難し、そ
　 のほかの住民は避難の準備および安定ヨウ素剤を
　 服用する準備を行います。
　・ＵＰＺの住民は、屋内退避の準備を行います。
　【全面緊急事態：ＥＡＬ（ＧＥ）】
　・ＰＡＺの住民は、国や地方公共団体からの指示に
　 従い、安定ヨウ素剤を服用し、避難します。
　・ＵＰＺの住民は、屋内退避を行います。また、避難の
　 準備および安定ヨウ素剤を服用する準備を行います。
※施設敷地緊急事態要避難者
　高齢者や障害者、乳幼児など、特に配慮を要する「要配慮者」のうち、
　早めの防護措置の実施が必要な以下のような住民を「施設敷地緊急
　事態要避難者」と設定し、一般住民より一段階早く避難を行います。
　　・避難に通常以上の時間を要する要配慮者
　　・妊婦、授乳婦、乳幼児および乳幼児とともに避難する必要の
　　 ある者
　　・安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者

　

　緊急事態のうち「全面緊急事態（ＥＡＬ（ＧＥ））」に
至り、異常な量の放射性物質が放出された場合には、
緊急時モニタリングの結果などによって、適切な防護
措置を実施します。
●放射性物質の異常な量の放出後の防護措置
　ＵＰＺの住民が行う防護措置を実施する判断基準とし
て、空間放射線量率や環境中の放射性物質の濃度など
で表される「運用上の介入レベル」（ＯＩＬ：Operational 
Intervention Level）が設定されています。
　これらの基準値は、緊急事態当初に用いられ、地上
に沈着した放射性物質の種類が明確になった時点で
必要に応じて改定されます。
【ＯＩＬ６等】
　飲食物のスクリーニング結果などで基準値を超えた
場合、飲食物の摂取を制限します。

【ＯＩＬ２】
　空間の放射線量が１時間あたり２０マイクロシーベ
ルト以上の地域においては、余計な被ばくを避けるた
め、１週間以内に一時移転します。
　さらに、口からの摂取などによる内部からの被ばくを避
けるため、地域で生産された物の摂取を制限します。
【ＯＩＬ１】
　空間の放射線量が１時間あたり５００マイクロシーベ
ルト以上の地域については、被ばくの影響をできるだけ
低減させるため、数時間から１日以内に避難（移動が
困難な住民の一時屋内退避を含む）を行います。
【ＯＩＬ４】
　体表面の汚染検査で基準値（入射窓面積が２０cm2の
放射線検出器を用いて体表面をサーベイした場合に
ベータ線：４０，０００ｃｐｍ）を超えた場合、体表面の除染
作業を行います。




